
地域づくり推進部スポーツ振興局スポーツ課

１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制 （令和４年３月３１日現在）

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

３年度 9,958 9,814 11,469 13,704 12,384 7,695 12,990 11,613 9,506 8,279 8,020 10,934 126,366

２年度 3,291 3,955 9,922 11,120 11,588 12,990 6,732 2,161 2,145 5,281 6,402 10,151 85,738

増　減 6,667 5,859 1,547 2,584 796 -5,295 6,258 9,452 7,361 2,998 1,618 783 40,628

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

３年度 2,961 1,352 1,500 1,499 3,329 742 1,562 2,449 1,754 1,107 1,180 1,662 21,097

２年度 516 1,336 1,385 1,409 3,073 1,867 522 189 465 514 1,069 3,814 16,159

増　減 2,445 16 115 90 256 -1,125 1,040 2,260 1,289 593 111 -2,152 4,938

施設所管課名 連絡先  ０８５７－２６－７９１９

指定管理者名  (公財)鳥取県スポーツ協会 指定期間  平成３１年４月１日～令和６年３月３１日

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（令和３年度業務)
令和４年８月９日

施　設　名  鳥取産業体育館・鳥取屋内プール 所在地 鳥取市天神町５０－２・３

利用料金 （施設ホームページ(http://t-santai.tottori-sf.net/)のとおり）

開館時間
産業体育館：午前９時から午後１０時まで
屋内プール：午前１０時から午後８時まで（５、６月は午前９時３０分から午後８時００分まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（７･８･９月は午前９時００分から午後８時００分まで）

休館日
産業体育館：第４水曜日及び１２月２９日から１月３日まで
屋内プール：毎週水曜日及び１２月２９日から１月３日まで
　　　　　　夏休み期間（７月２０日頃から８月末頃）は休館日なし

設置目的
集会、展示会、スポーツ等の用に供し、産業と体育・スポーツの振興を図るとともに、もって県民の心身の健全な
発達に寄与することを目的とする。

設置年月日
産業体育館：昭和５６年　２月２８日
屋内プール：昭和５５年　８月２５日

施設内容

〇産業体育館
　・敷地面積：１２，０８７．４６㎡
　・延床面積：　７，８２７．３４㎡
　・大体育館、小体育館
　　会議室（1，2，3）
　　男女更衣室・シャワー室

〇屋内プール
　・敷地面積：４，００７．００㎡
　・延床面積：１，７６９．００㎡
　・25ｍ　7コース、幼児用プール
　　採暖室、男女更衣室・シャワー室

利用者数 (人)

利用料金収入
　　　 (千円)

委託業務の内容

・鳥取産業体育館及び鳥取屋内プールの施設設備の維持管理に関する業務（施設設備の保守管理、修繕、
　清掃、保安警備等）
・鳥取産業体育館及び鳥取屋内プールの利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
・その他施設の管理運営に必要な業務（利用者の受付・案内、付属設備・備品の貸出、利用指導・操作）
・利用者へのサービスの提供、施設の利用促進、その他施設の管理運営に必要な業務
・スポーツの普及振興

管理体制

　　正職員５人、嘱託職員（常勤）４人、嘱託職員（非常勤）１２人　〔 計２１人 〕

館長（正職員１）
次長兼体育指導員

（正職員１）
スタッフ（正職員１）

体育指導員（正職員１）

嘱託職員（常勤４）

嘱託職員（非常勤１９）

スタッフ兼
体育指導員（正職員
１）



５ 収支の状況

６　労働条件等

（参考）
○労働基準監督署長への届出が必要な労使協定の例（労働基準法に基づくもの）
　・労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合（労働基準法第18条）
　・１ヶ月単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の２　就業規則に定めた場合には届出不要）
　・１年単位の変形労働時間制（労働基準法第32条の４、第32条４の２ほか）
　・１週間単位の非定型的変形労働時間制（労働基準法第32条の５）
　・時間外労働・休日労働（労働基準法第36条　いわゆる「３６協定」）
　・事業場外労働のみなし労働時間制（労働基準法第38条の２　事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要）
　・専門業務型裁量労働制（労働基準法第38条の３）

○各種管理者等の業種・規模に係る要件（労働安全衛生法に基づくもの）

区　　　　　分 ３年度 ２年度 増　　減

イベント 78 91 -13

小　計 19,502 11,555 7,947

収入

事業収入

施設使用料 14,708 9,414 5,294

教室参加料 4,716 2,050 2,666

161 3,550 -3,389

小　計 67,801 71,160 -3,359

事業外収入

自動販売機手数料 1,435 1,055 380

県委託料 66,205 66,555 -350

雑入

計 87,303 82,715 4,588

支出

 人  件  費 42,550 44,184 -1,634

 管理運営費

 そ　の　他 0

計 87,328 83,256 4,072

44,778 39,072 5,706

 事　業　費 0

収 　支 　差 　額 -25 -541

確認項目
状況

備考
正職員 嘱託職員（常勤） 嘱託職員（非常勤）

※常時１０人以上の労働者を起床する場合
は作成、届出が必要

労使協定の締結状況 有 有 有
※労働基準監督署長への届出が必要な協
定の有無

雇用契約
・

労使協定

労働条件の書面による提示 就業規則 労働条件通知書 労働条件通知書 ※書面の名称を記入

就業規則の作成状況 有 有 有

※タイムカード、ICカード、自己申告、使用者
の現認などの別を記入

休暇、休日の状況 年20日 年15日から20日
労基法の定めにより
年0日から年20日

※幅がある場合は上限、下限を記入

労働時間

所定労働時間 8時間／日 8時間／日 3時間から5時間／日 ※幅がある場合は上限、下限を記入

時間管理の手法 タイムカード及び使用者の確認 タイムカード及び使用者の確認 タイムカード及び使用者の確認

※適否を記入

支払い遅延等の有無 無 無 無 ※有無を記入

給与

給与金額 286,340円／月 167,025円／月 43,107円／月 ※平均月額を記入

最低賃金との比較 適 適 適

種別 業種 規模（常時使用する労働者数）
産業医 全ての業種 50人以上

衛生管理者の選任 選任の要否：否　　選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全衛生推進者（衛生推進者）の選任 選任の要否：要　　選任状況：選任あり ※業種・規模の要件あり

安全衛生

一般健康診断の実施 年１回実施

産業医の選任 選任の要否：否　　選任状況：選任なし ※規模の要件あり

安全管理者の選任 選任の要否：否　　選任状況：選任なし ※業種・規模の要件あり

3,001人以上（６人選任）
安全衛生推進者 安全管理者と同じ 10人以上50人未満

衛生推進者 安全管理者の選任を要する業種以外の業種 10人以上50人未満

安全管理者

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業（物の加工業を含
む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品
卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家
具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、コルフ場業、
自動車整備業及び機械修理業

50人以上

衛生管理者 全ての業種

50人～200人（１人選任）
201人～500人（２人選任）
501人～1,000人（３人選任）
1,001人～2,000人（４人選任）
2,001人～3,000人（５人選任）



７ サービスの向上に向けた取組

８ 利用者意見への対応

地域貢献
（福祉貢献）

・花ショウブイベント時、育成指導等実施した。
・散岐小学校の水泳指導に体育指導員を派遣。
・ニュースポーツの用具の貸出しなどを通じて、普及促進を図った。
・子供１１０番の家に協力。
・施設外周（市道、歩道）の除草剤散布及びゴミ拾いを実施。
・施設周辺歩道除雪作業を実施。
・鳥取県水泳連盟と協力して、シトラスリボンプロジェクトとしてシトラスリボン無料配布を実施。
・鳥取城北高校空手部、鳥取中央育英高校レスリング部に外部講師として職員を派遣した。

利用者負担の軽
減

・プール料金の夜間割引を導入した。
・プール利用者が障がい者の場合、2名までの介護者を無料とした。
・利用者の軽微なケガへの対応として、消毒液、カットバン、脱脂綿、体温計等を用意した。
・アイシング用製氷機を設置し、捻挫、打ち身、熱中症対策で体を冷やすなどに誰でも使用できるようにした。
・障害者手帳アプリ「ミライロID」に事業者登録し、障がい者手帳等なくてもアプリで身分証明できるようにし
た。（新）

文化活動等の推
進

体育・スポーツ活動以外で、県民が楽しめるような文化活動事業を実施した。
（花ショウブ特別展示会）
　

区　分 取　　組　　内　　容

施設の有効活用

・体育館２階ロビー、ステージをスポーツ活動（空手、太極拳、エアロビクス、卓球等）、サークル活動
　（詩吟、社交ダンス、傘踊り等）の場として提供した。
・芝生広場を開放し、親子の遊び場として開放した。
・ロビーにテーブルや長椅子を置きサロンコーナーを設け、休息の場を提供した。
・利用者が気軽に楽しんでいただくよう、貸し出し用具（バウンドテニス、ソフトバレーボール、ラージボール卓
球等）の充実を図り、利用方法の説明、指導のサービスを行った。
・体育館の会議室、プール研修室を会議のみでなく、ダンス等の利用を受け場所を提供した。

利用しやすい快
適な施設として
の環境づくり

・「耳マーク」「ハートプラスマーク」「ほじょ犬マーク」の設置等絵単語等のサイン表示。
・プール利用の注意事項の外国語版（英語、韓国語）を作成し、外国人への対応に努めた。
・降雪時、職員により玄関階段、身しょう者用スロープの除雪に努めた。
・駐車場内を融雪装置を使い水を出し凍結防止と融雪を行った。
・プール利用者へコースの混雑状況と駐車場混雑状況を知らせるカレンダーを配布。
・障がい者が利用しやすいよう全職員が簡単な手話で対応するとともに、障がい者団体の申込はファクシミリでも
受付を行った。
・夏季の熱中症の啓発として、希望者にＷＢＧＴ測定器を貸出できるよう準備した。
・エレベータを設置することにより、体が不自由な方でも体育館観覧席に上がれるようにした。
・ホワイトボード、ホワイトボードマーカーの無料貸し出しサービスを行った。
・毎日各施設ごとにご利用案内板に催事内容、時間帯を記入した。
・施設階段にプランターやロビー等に観葉植物を設置し、おもてなし、季節感を提供した。
・大会時、体育館フロアから２階ロビーに上がる階段まで上履きのままで行けれるよう渡り廊下を設置した。
・窓口近くにテーブルを置き窓口が混雑した場合、申込書等記載が出来るようにした。
・体育館空調利用があったときに、利用の５分前に空調を入れるようにした。
・ホームページ、新聞等で教室、イベント等情報提供した。
・ホームページの行事予定を見やすいように工夫し随時更新を行った。
・コロナウイルス対策として、玄関、プール、体育館入口に消毒液設置を行った。
・年２回、体育館ラインテープの張替えを実施。
・カード決済、電子マネー決済の運用を充実させた。
・入口に非接触温度計、赤外線サーモグラフィーカメラ及び可視光AIスクリーニングシステムを設置しコロナウイ
ルス感染予防対策を実施。
・タブレット式非接触検温器を1台購入して設置、コロナウイルス感染予防対策を実施。
・コロナウイルス感染予防対策として、消毒作業１日２回を３回に増やし実施した。
・コロナウイルス感染予防対策として、プール利用者の人数制限を実施。（１コース１２人）

利用者意見
の把握方法

・「利用者の声」の収集とアンケート調査
・インターネットで意見把握
・施設改善委員会からの意見聴取
・窓口での意見聴取



プール内で水泳キャップを脱いで頭をゴシゴシす
る人がいる。
プール内に入ってから、水泳キャップを濡らし被
る人がいる。

職員に周知徹底し、指導及び注意するようにしますと回答した。

何度も工事で休館しているのにプールの多目的ト
イレにウォシュレットがついていない。

多目的トイレは工事外であったことを説明。
ウォシュレットの設置を検討しますと回答した。

プール利用者で混雑するため、アクアエクササイ
ズ教室の開始時間をずらしてほしい.

プール利用者からの意見を取り入れ、アクアエクササイズ教室の開始時間を
１０時３０分から１０時４５分にすることにより混雑時の解消に努めた。

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

学生減免を申請する場合の学生証等の提示につい
て（保険証でもいいのではないか）

学生証又は生徒手帳等の提示をお願いしますと回答した。

大体育館のテニスコートラインがバドミントン
コートラインと被っており見えない。
コートをずらしてほしい。

支柱の差込口の関係上、コートはずらせません。
その代わり、正式なコートの規格ではありませんが、バドミントンコートライン
と被らないようにしてテニスコートラインを張るようにしますと回答した。

　利用者からの積極的な評価

・卓球教室の先生の指導がわかりやすい。
・冷房や参加者の注文を取りに来ていただき、気遣いがとてもよかったと感じた。
・トイレがきれい、スリッパが整っている。
・職員、清掃業者の挨拶がよい。
・器具が整っている。



９ 指定管理者による自己点検

　〔成果のあった取組・積極的に取り組んだ事項〕

③県や関係機関との連携
・県の方針や施策との整合を図りながら施設運営を行った。
・県障がい者スポーツ協会と連携し、高齢者や障がい者等のスポーツ活動、健康増進への取組を行った。
・県が主催する各種イベントに会場を提供、また各競技団体が主催するスポーツ大会などの運営に協力した。
・鳥取県健康づくり応援施設支援事業の「健康づくり応援施設」として「運動」「禁煙」を奨励した。
・競技団体と連携し、ジュニア対象のトップアスリートを招聘したイベントを開催した。
・スタンプラリー（未来とりっこわくわく大作戦）のブースを事務室前に設置した。
・鳥取県民の日（９月１２日）の周知（ホームページでの広報、のぼり設置）と無料開放（９月１１日と当日）
・新型コロナウイルス感染予防対策協賛店に登録。
・とっとり新型コロナ対策安心登録システムに協力。
・新型コロナ対策認証事業所申請中。

④環境配慮活動
・ＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）の更新審査に合格し、引き続き環境配慮活動を実施した。
・環状道路側花壇や玄関、ロビーに花などを飾り、敷地内の緑化推進を図った。
・毎朝の巡回時に、ゴミ拾いを行い館内外の美化活動を行った。
・プール休館日には更衣室内のフロアマットを上げて乾燥させ、衛生状態を保つように努めた。
・施設利用者に積極的に環境保全に関わってもらえるよう「アイドリングストップ」「ゴミ削減」等のお願い、協力の看板を設置
した。
・施設外周（市道、歩道）の除草剤散布を実施。
⑤AED（自動体外式除細動器）の管理等安全対策
・AEDのバッテリー交換及び幼児用パッドを設置した。
・プール事故防止対策の一環として、救急救助法や毎月１回以上の心肺蘇生法とAED訓練を実施した。
・連絡後1分以内にAEDの持参可能な体制をとった。

⑥開館時間と休館日の対応
・開館時間や休館日を大会、イベントの開催に合わせ柔軟に対応することにより利用者から好評を得た。
・プールの開館を学校の夏休み期間は休館日なしとし、利便性を図った。
・令和２年度までは、７月から９月まで９時から２０時３０分までプールを営業していたが、令和３年度は２０時から２０時３０
分の間ほとんど利用がないことから９時から２０時までに変更した。また、５月及び６月の１０時開館を９時３０分開館に変更
し、利用者増を図った。

⑦施設改善委員会
・プール及び体育館利用者代表による施設改善委員会を開催。以下の意見に対して回答等した。
　テニスで使用する際にテニス支柱が重いので専用の運搬車があればありがたい。
　→購入を検討します。また市販の台車を改良するかもしれません。
　大体育館の器具庫の窓から光が入りプレーしずらいので遮光してほしい。
　→職員にてシートを利用し遮光を実施。
　卓球台を大体育館に搬入するとき、扉の溝の段差により衝撃で足が曲がっているものがある。段差解消の板を使用するよう促し
た方
　がいい。
　→貼紙を設置し、協力を求めます。
　プールの底上げ台を１コース撤去し泳ぐコースを増やしてほしい。
　→検討しますが、いろんな人がいるので難しい。
　プールの底上げ台のコースにセンターラインがない。
　→ラインの代わりになるものがあるか模索します。

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

・コロナの終息が分からない状況の中、令和元年度末から現在まで施設の収入の柱である展示会が開催される見通しが立たない。
令和３年度は展示会の利用は０件という状況であった。
・例年展示会を行っていた業者に営業に回り、展示会を誘致を行う。
・施設が老朽化しているため、不良個所の早期発見と対応に苦慮している。事故などの未然防止はもちろんのこと、県や関係機関
と連絡、連携を密に行い、県民が安全安心な利用ができるように迅速な対応を行ってく。
・各関係団体と連携し、より良い施設になるような事業を企画し実施していく。
・収入増を図るためイベント等を新たに計画し、実行する。
・施設内だけでなく、外周の美化活動にも積極的に取り組みたい。
・ウェブアクセシビリティに対応したホームページにリニューアルを行い、ネット環境において誰もが利用しやすいホームページ
にすることができた。引き続きより利便性の高い情報提供ができるような広報活動を行っていく。

①職員の意識改革
・指定管理者制度により危機感が生まれ、コスト意識やサービス意識が向上した。
・消防訓練を利用者を交えて行うことにより、より現実的に訓練を行えた。
・人権研修を年２回受け、意識を高めた。
・月１回以上心肺蘇生法及びAEDの講習を行い、万一に備えた。
・各種スポーツ資格の研修に積極的に参加し、資格取得させた。
・常に利用者の立場に立った考え方を意識し、利便性の確保に努めた。
・接遇について朝礼等で常に職員に注意を喚起し、また研修等を積極的に受講した。
・ハラスメント研修を職場内外にて行い、研鑽に励んだ。
・体育館の床の剥離を毎日チェックするなど、安全確保に努めた。
・期首と期末に職員面談を行うことにより、業務内容の明確化及び意思疎通を図り意識改善に努めた。

②経費の節減
・冷房温度を28℃、暖房温度を20℃とした。
・電気機器の待機電力の削減や、使用しない機器の消し忘れ防止の徹底を行った。
・施設内の節水、節電、コピー用紙のリユースを徹底した。
・灯油の購入に複数業者に見積書を徴収し、一番安い業者から購入することにより購入単価の減につなげた。
・プール男女更衣室へ一台ずつ扇風機を設置し、エアコンの足しとして電力の削減と快適性を向上させた。
・年２回のプール清掃を職員で行い、経費削減に努めた
・第三者委託業務の期間を５年間とした入札を行い、委託料の削減に努めた。
・油、水等のメーターチェックを１日２回し、節約の努力を実施。
・職員により小体育館バスケットゴールのメンテナンス及びバドミントン、卓球ネット等補修を実施。
・退職した嘱託職員（常勤）３名の代わりに嘱託職員（非常勤職員）を採用しプール監視員に充てることにより、経費削減を図っ
た。
・シートを新たに購入して１０月から５月ごろまで、プール全体にかけることによりプール保温を効果的に行った。
・灯油の使用について、当日のみならず翌日の天候予測・予想気温・水温及び室温状況を職員が情報共有し、今まで以上に
　細かな管理したことにより、燃料の削減に務めた。



10 施設所管課による業務点検

　※総括欄は、各項目の平均の小数点以下第2位を四捨五入した数値を基本に、総合的に評価する。

項　　　　　　　目 評　価 点　　　検　　　結　　　果

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

3 ・協定の内容どおり実施されており、適切に管理が行われている。
　○利用の許可

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○利用料金の徴収、減免の実施

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

3

・協定の内容どおり実施されており、適切に管理が行われている。
・適切な水質管理により、良好な水質環境の維持に努めている。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組に力を入れている。
・強風による施設屋根破損時に職員による応急措置及び臨時休館措置を行う
等、非常時に適切な対応を取ることができた。

　○施設設備の保守管理・修繕

　○施設の保安警備、清掃等

　○事故の防止措置、緊急時の対応

〔利用者サービス〕

3

・協定の内容どおり実施されており、適切に管理が行われている。
・施設利用者の苦情及び要望に真摯に対応し、県への報告を徹底して行った。
・障がい者の身分証明をアプリを使用してできるようにする等利用者負担の軽減
を図った。
・２階ロビーを新規に貸出対象とする等施設の利用促進に努めた。

　○開館時間、休館日、利用料金等

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○施設の利用促進

　○個人情報保護、情報公開

　○利用者意見の把握・対応

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

3 ・協定の内容どおり実施されており、適切に管理が行われている。
　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○利用指導・操作

〔会計事務の状況〕

3 ・協定の内容どおり実施されており、適切に管理が行われている。

　○不適正事案や事故等の有無

　○業務報告書(月次)における内部検査結果

　○利用料金等に係る適正な会計事務
　　（利用券、利用券管理簿の管理など）

　○必要な規程類の整備
　　（会計規程、協定書等で整備が定められて
　　　いる規程など）

〔収入支出の状況〕 3
・小学生向けの教室の再開等により収入状況を改善させる一方で、職員の人員
配置見直しや効率的なボイラー使用による燃料費節約等の努力により、コロナ禍
においても収支状況を改善させることができた。

〔職員の配置〕 3 ・協定の内容どおり実施されており、適切に管理が行われている。

　　　　　　２：協定書の内容に対して不適切な事項が認められ、また、計画・目標を達成していない。
　　　　　　１：協定書の内容に対して重大な違反事項が認められる、指摘済みの不適切事項が放置されている、
　　　　　　　　計画・目標、前年度実績を大きく下回っているなど、大いに改善を要する。

総　　　　括 3

《評価指標》５：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画・目標を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。
　　　　　　４：協定書の内容以上の適切な管理が行われており、計画・目標を上回る実績があった。
　　　　　　３：おおむね協定書の内容どおり適切な管理が行われており、計画・目標に近い実績を達成している。

〔県の施策への協力〕
3 ・障がい者就労施設への発注に努めた。

　○障がい者就労施設への発注

〔関係法令の遵守状況〕

3 ・協定の内容どおり実施されており、適切に管理が行われている。

　○関係法令に係る行政指導等の有無等

　 ・労働関係法令
　　（労働基準、労働安全、障がい者雇用等）

　 ・環境関連法令
　　（大気、水質、振動、廃棄物等）

　 ・その他の法令

　○県内発注（鳥取県産業振興条例）


